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運営規程及び重要事項説明書のひな型の記載事項の変更について 

 

次のとおり運営規程及び重要事項説明書のひな型の記載事項を変更しましたので、運営規程等の見直

しに際して、参考としていただきますようお願いします。（本内容について、直ちに運営規程等の見直し

を求めるものではありません。運営規程等の内容全般の改正を行う際に、見直しの参考としてください。） 

 

１ 運営規程（軽微変更） 

(1) 「（安全対策と事故防止）」の記載 

 【変更前】 

事故については、教育・保育給付認定保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間

が 30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故（意識不明の事故を含む）及び医療機関への受診を伴

う事故については、市子育てあんしん課にも報告する。 

  

  【変更後】 

事故については、教育・保育給付認定保護者に周知するとともに、死亡事故、意識不明事故、治

療に要する期間が 30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故及びその他重篤ではない事故等（医療

機関への受診を伴う事故や疾病、誤食等）については、市子育てあんしん課にも報告する。 

 

２ 重要事項説明書 

  変更なし。 
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